
（案） 

揮発油類購入等契約書（単価） 

 

１ 件名 ガソリンの購入等に係る単価契約 

２ 品名及び規格 別表１（品目単価表）のとおり 

３ 契約期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

４ 履行場所 別表２（給油所一覧表）のとおり 

５ 契約単価 別表１（品目単価表）のとおり 

６ 概算予定金額 年額      円 

（うち消費税及び地方消費税相当額    円） 

７ 契約保証金 免除 

 

  上記の揮発油類購入等について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基

づいて次の条項によって公正な揮発油類購入等単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれ

を履行するものとする。 

  この契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

                                               令和 年 月 日 

 

 住    所 広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎４号館 

発 注 者     商号又は名称 中国運輸局 

 官職氏名 支出負担行為担当官 中国運輸局長  金子 修久    印 

 住    所  

受 注 者     商号又は名称  

 代表者氏名      印 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

（総    則） 

第１条  発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等（別冊の仕様書、入札説明書

及び入札説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵

守し、この契約（この契約書及び仕様書等を内容とする揮発油類購入、ワックス洗

車、タイヤ交換の単価契約をいう。以下同じ）を履行しなければならない。 

   ２ 受注者は、頭書記載の揮発油類（以下「揮発油類」という。）の納入及び引き渡

し、頭書記載のワックス洗車及びタイヤ交換作業（以下、「洗車等」という。）の履

行を契約期間内に完了し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。 

 ３  受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注

者との協議がある場合を除き、揮発油類の納入及び作業をするために必要な一切の手

段をその責任において定めるものとする。 

   ４  受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

   ５  この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

   ６  この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

   ７  この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特

別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

   ８  この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89

   号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。 

   ９  この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

 １０  この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって

合意による専属的管轄裁判所とする。 

 

（指示等及び協議の書面主義） 

第２条  この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除( 以下｢ 指示等｣ とい

   う。) は、書面により行わなければならない。 

    ２  前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注

者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者

及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付す

るものとする。 

    ３  前２項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うこ

とができる。 

    ４  発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当

該協議の内容を書面に記録するものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第３条  受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

    ２  受注者は、揮発油類を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供



 

してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでな

い。 

 

（品質検査表の提出） 

第４条  発注者は、必要と認めたときは、受注者に品質検査表を提出させることができる。 

 

（発注方法） 

第５条  発注者は、この契約に基づき発注を行うものとする。 

 

（履行期限） 

第６条  受注者は、発注者が特別に履行期限を指定する場合を除き、発注を受けたのちすみ

やかに履行しなければならない。 

 

（仕様書等又は揮発油類の納入及び洗車等に関する指示の変更） 

第７条  発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等又は揮発油類の納入及び洗車

等に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は揮発油類の納入及び洗

車等に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があ

ると認められるときは、この契約期間又はこの契約単価若しくは履行期限を変更し、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（揮発油類の納入及び洗車等の中止） 

第８条  発注者は、必要があると認められるときは、揮発油類の納入及び洗車等の中止内容

を受注者に通知して、揮発油類の納入及び洗車等の全部又は一部を一時中止させるこ

とができる。 

    ２  発注者は、前項の規定により揮発油類の納入及び洗車等を一時中止した場合におい

て、必要があると認められるときは、この契約期間又はこの契約単価若しくは履行期

限を変更し、又は受注者が揮発油類の納入及び洗車等の続行に備え揮発油類の納入及

び洗車等の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（受注者の請求による履行期限の延長） 

第９条  受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期限内に、揮発油類の

納入及び洗車等を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発

注者に履行期限の延長変更を請求することができる。 

 

（契約期間又は履行期限の変更方法） 

第10条  契約期間又は履行期限（以下「この契約期間等」という。）の変更については、発

注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から７日以内に協議が整わな



 

い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

    ２  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通

知するものとする。ただし、発注者がこの契約期間等の変更事由が生じた日（前条の

場合にあっては、発注者が履行期限の変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開

始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知するこ

とができる。 

 

（契約単価の変更方法等） 

第11条  契約単価の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始

の日から７日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

    ２  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通

知するものとする。ただし、発注者がこの契約単価の変更事由が生じた日から７日以

内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に

通知することができる。 

    ３  この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場

合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定め

る。 

 

（一般的損害） 

第12条  揮発油類の引き渡し前に、揮発油類に生じた損害その他揮発油類の納入に当たり生

じた損害（次条第１項に規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負

担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものにつ

いては、発注者が負担する。 

 

（不可抗力による損害） 

第13条  受注者は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、揮発油類の納入及び

洗車等の履行が不可能となったときは、遅滞なく発注者に通知するものとする。 

    ２  発注者は、前項の通知を受けたときは、直ちに確認を行い、受注者が明らかに損害

を受け、これにより揮発油類の納入及び洗車等の履行が不可能となったことが認めら

れる場合は、発注者と受注者で協議するものとする。 

 

（品質検査） 

第14条  発注者は、必要があると認めるときは、受注者の納入する揮発油類が日本工業規格

に基づいたものであるか等の品質検査をすることができる。 

 

（物価等の変動に基づく契約単価等の変更） 

第15条  発注者又は受注者は、契約期間内に予期することのできない異常な物価等の変動に

より、契約単価が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者と受注者



 

との協議の上、契約単価又は仕様書の内容を変更することができる。この場合におけ

る協議については、第11条の規定を準用する。 

 

（納入及び検査） 

第16条  受注者は、揮発油類を納入及び洗車等を履行するときは、発注者の立会の上履行す

るものとし、その場合は遅滞なく検査を行うものとする。 

    ２  揮発油類の納入及び洗車等の検査に要する一切の費用は、特別な定めのある場合を

除き、すべて受注者の負担とする。 

    ３  受注者は、第１項の検査に合格しないものがあるときは、すみやかに代品を納入す

る等の適切な措置を講ずるものとし、この場合においては前２項の規定を準用する。 

 

（契約代金の請求及び支払い） 

第17条  受注者は、前条第１項の検査に合格し、引渡しを完了した揮発油類及び履行を完了

した洗車等の内、当該月分の契約代金を取りまとめ請求することができる。 

    ２  発注者は、前項の規定に基づく適法な支払請求書を受理したときは、その日から起

算して30日以内にこの契約代金を支払わなければならない。 

    ３  発注者がその責めに帰すべき事由により前条第１項に基づく検査をしないときは、

その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下「約

定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日

数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超え

た日において満了したものとみなす。 

 

（第三者による代理受領） 

第18条  受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代

理人とすることができる。 

    ２  発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者

の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされている

ときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。 

 

（契約代金の不払に対する契約の中止） 

第19条  受注者は、発注者が第17条に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払

いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、この契約を一時中止することが

できる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、ただちに

その旨を発注者に通知しなければならない。 

    ２  発注者は、前項の規定により受注者がこの契約を一時中止した場合において、必要

があると認められるときは、納入期限を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、

若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 



 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第20条  受注者の責めに帰すべき事由により納入期限内に揮発油類の納入及び洗車等の履行

をすることができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求す

ることができる。 

    ２  前項の損害金の額は、当該発注品名の数量に契約単価を乗じて得た金額につき、遅

延日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額とする。 

    ３  発注者の責めに帰すべき事由により、第17条第２項の規定によるこの契約代金の支

払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領のこの契約代金につき、遅延日数に

応じ、政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率（昭和２４年１２月１２日大蔵省

告示第９９１号）で定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求するこ

とができる。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第20条の２ 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の

請求に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契

約額）の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 

 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22

年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構

成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公

正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」と

いう。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第

63条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

 二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（こ

れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」とい

う。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者

等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合におけ

る当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３

条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたと

き。 

 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は

第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象

となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る

事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したとき

は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除

く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に

該当するものであるとき。 



 

 四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法

（明治40年法律第45号）第96条の6又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項

第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で

計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（発注者の解除権） 

第21条 発注者は、受注者が納入期限内に本契約を履行しない場合、一定の期間を定めて

催告をし、その期間内に本契約に適合した履行がないときは、この契約を解除する

ことができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約に照

らして軽微であると認めるときは、この限りでない。 

２ 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、前項の催告をすることなく、この契約を

解除することができる。 

一  その責に帰すべき事由により、納入期限内に物品の納入が完了しないと明らかに認めら

れるとき。 

二 受注者が本契約の全部の履行を拒絶する意思を表示したとき。 

三 受注者について、本契約の一部の履行が不能又は履行を拒絶する意思を表示した場合に

おいて、履行した一部のみでは契約の目的が達することができないとき。 

四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでそ

の時期を経過したとき。 

五 受注者が債務の履行をせず、催告しても契約目的を達するに足りる履行がされる見込み

がないことが明らかなとき。 

六  前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成する

ことができないと認められるとき。 

七  第２３条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

八 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

  イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者、その他経営に実質的に関与している

者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務

所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同

じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律

第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は、暴

力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）と

認められるとき。 

  ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められると

き。 



 

  ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

  ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

していると認められるとき。 

  ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

  へ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当する

ことを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

  ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方

としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契

約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

３  前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１０分の１

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

（協議解除） 

第22条  発注者は、契約期間内においては、前条第１項の規定によるほか、必要があるとき

は、契約を解除することができる。 

    ２  発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼし

たときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（受注者の解除権） 

第23条  受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能

となったときは、契約を解除することができる。 

    ２  受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるとき

は、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 

 

（解除の効果） 

第24条  この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義務

は消滅する。 

    ２  発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者

が既に揮発油類の納入及び洗車等の履行を完了した部分（以下「既履行部分」とい

う。）があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した既履行部

分に相応する契約代金（以下「既履行部分代金」という。）を受注者に支払わなけれ

ばならない。 

    ３  前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。ただ

し、協議開始の日から７日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に

通知する。 



 

 

（賠償金等の徴収） 

第25条  受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に

支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した

日からこの契約代金支払いの日まで年３パーセントの割合で計算した利息を付した額

と、発注者の支払うべきこの契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

    ２  前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年３パーセント

の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 

 

（契約外の事項） 

第26条  この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して

定める。 

 



契約書別表１（品目単価表）

品目

レギュラーガソリン（JIS K2204 2号）　　1リットル 円

軽油（JIS K2202）　　1リットル 円

ワックス洗車 1回 円

タイヤ交換 1本 円

単価（税別）



契約書別表２

中国運輸局 730-8544 広島市中区上八丁掘6-30

TEL082-228-3435

広島運輸支局 733-0036 広島市西区観音新町4-13-13-2

TEL082-233-9166

尾道海事事務所 722-0002 尾道市古浜町27-13

TEL0848-23-5235

因島海事事務所 722-2323 尾道市因島土生町1899-35

TEL0845-22-2298

呉海事事務所 737-0029 呉市宝町9-25

TEL0823-22-2520

鳥取運輸支局（本庁舎）　 680-0006 鳥取市丸山町224

TEL0857-22-4154

鳥取運輸支局(境庁舎) 684-0034 境港市昭和町9-1

　　　　　　　　　　 TEL0859-42-2169

島根運輸支局 690-0024 松江市馬潟町43-3

TEL0852-38-8111

岡山運輸支局（本庁舎） 701-1133 岡山市北区富吉5301-5

TEL086-286-8121

岡山運輸支局(玉野庁舎) 706-0011 玉野市宇野1-8-2

TEL0863-31-4266

水島海事事務所 712-8056 倉敷市水島福崎町2-15

TEL086-444-7750

山口運輸支局（本庁舎） 753-0812 山口市宝町1-8

TEL083-922-5335

山口運輸支局(徳山庁舎) 745-0045 周南市徳山港町6-35

TEL0834-21-0180

給油所一覧表　

運輸局支局事務所　名称 運輸局支局事務所　所在地 給油所　名称・所在地


